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      騒音規制法、振動規制法、愛媛県公害防止条例に基づく特定施設の届出及び特定建設作業の届出について
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    記事番号： 1-1367

  

  
    公開日 2014年08月07日

  



      
      
   

	
　騒音規制地域、振動規制地域では、特定施設の届出及び特定建設作業の届出が必要です。
　八幡浜市では、新たに沖新田の一部及び保内地域において規制地域の指定が行われ、平成24年3月1日から都市計画法に定められた用途地域が騒音規制地域、振動規制地域に指定されました。

 


	　
	
	【騒音規制地域】と規制値	【振動規制地域】と規制値
	八幡浜地域　　地図[image: pdf.png]
	八幡浜地域　　地図[image: pdf.png]

	保内地域 　　地図[image: pdf.png]
	保内地域 　　地図[image: pdf.png]




	
　

 

 


	
　この地域では、次の設備を持つ工場等は、別紙申請書により八幡浜市に届け出る必要があります。（届出が必要な機械の種類や大きさがあります。）


	
　

 


	
　　○騒音の届出が必要な特定施設


	
　　○振動の届出が必要な特定施設


	
　　○騒音・振動の届出が必要な特定建設作業


	
　

 


	
　標記に該当する工場や事業所、建設作業を行うものは、下記の申請書に記入のうえ、八幡浜市生活環境課までご提出ください。


	
　

 


	
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。次のページから無償でダウンロードできます。［→ AcrobatReaderをダウンロード ］


	
　

 


	●騒音規制法に基づく届出について
	
	書類名	
ダウンロード
(アイコンをクリックしてください)
	Word 形式
	［1］特定施設設置届出書（騒音）	[image: word.png]
	［2］特定施設使用届出書（騒音）	[image: word.png]
	［3］氏名（名称、住所、所在地）変更届出書（騒音）	[image: word.png]
	［4］特定施設の種類ごとの数変更届出書（騒音）	[image: word.png]
	［5］騒音の防止の方法変更届出書	[image: word.png]
	［6］承継届出書（騒音）	[image: word.png]
	［7］特定施設使用全廃届出書（騒音）	[image: word.png]
	［8］特定建設作業実施届出書（騒音）	[image: word.png]



	
 


	
　

 


	●振動規制法に基づく届出について
	
	書類名	
ダウンロード
(アイコンをクリックしてください)
	Word 形式
	［1］特定施設設置届出書（振動）	[image: word.png]
	［2］特定施設使用届出書（振動）	[image: word.png]
	［3］氏名（名称、住所、所在地）変更届出書（振動）	[image: word.png]
	［4］特定施設の種類ごとの数変更届出書（振動）	[image: word.png]
	［5］振動の防止の方法変更届出書	[image: word.png]
	［6］承継届出書（振動）	[image: word.png]
	［7］特定施設使用全廃届出書（振動）	[image: word.png]
	［8］特定建設作業実施届出書（振動）	[image: word.png]



	
 


	
　

 


	●愛媛県公害防止条例に基づく届出について
	
	書類名	
ダウンロード
(アイコンをクリックしてください)
	Word 形式
	［1］騒音発生施設設置・使用届出書	[image: word.png]
	［2］氏名（名称、住所、所在地）変更届出書	[image: word.png]
	［3］騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書	[image: word.png]
	［4］騒音の防止の方法変更届出書	[image: word.png]
	［5］承継届出書	[image: word.png]
	［6］施設使用廃止届出書	[image: word.png]
	［7］建設作業実施届出書	[image: word.png]







    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　生活環境課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3115
FAX：0894-22-5990
E-Mail：kankyou@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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